
1

衆議院法務委員会ニュース

平成 23.12.6 第 179 回国会第４号

12月 6日（火）、第４回の委員会が開かれました。

１ 裁判所法の一部を改正する法律案（内閣提出第 12 号）

・原案及び修正案について、平岡法務大臣、滝法務副大臣、主濱総務大臣政務官、谷法務大臣政務官、城井文部科学大

臣政務官及び政府参考人並びに修正案提出者大口善徳君（公明）に対し質疑を行いました。

（質疑者及び主な質疑内容）

階 猛君（民主）

・法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法

律附則第２条に「法律の施行後 10 年を経過した場合に

おいて、法科大学院における教育、司法試験及び司法

修習生の修習の実施状況等を勘案し、法曹の養成に関

する制度について検討を加え、必要があると認めると

きは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する」とあるが、これにかかわらず、法曹養成制度全

般について早急に見直すべきと思うが、法務大臣の決

意を伺いたい。

・貸与金の返済時期が到来する前に修習資金の給費制が

復活した場合には、貸与された資金を返済しないでも

よいとすることもあり得るということについて、法務

大臣の見解を伺いたい。

・新司法試験に修了者の７～８割が合格するなどの法科

大学院の主な目標から遠い現状を見ると、法科大学院

制度は失敗しているのではないか。政策仕分けで法科

大学院制度は抜本的に見直すべきと提言したが、今後

の進め方について、文部科学大臣政務官に伺いたい。

中 屋 大 介君（民主）

・司法制度改革では、司法試験の合格者数を増加しよう

という目標を掲げているが、司法制度改革の前後にお

ける合格者数の推移について法務大臣政務官に伺いた

い。

・合格者数が低迷している法科大学院の運営状況及び地

方における法科大学院の役割について文部科学省の所

見を伺いたい。

・法科大学院における法学未修者教育の充実及び経済的

支援対策について、文部科学省の所見を伺いたい。

・本案における経済的事由を理由とした返還猶予を設け

る目的及び趣旨について、法務大臣政務官に伺いたい。

漆 原 良 夫君（公明）

・戦後の裁判官、検察官及び弁護士の法曹養成において、

司法試験及び司法修習が統一の制度として導入された

こと、司法修習に給費制が導入されたことについて、

法務大臣及び修正案提出者の見解を伺いたい。

・「法曹の養成に関するフォーラム」における検討は、弁

護士の収入・所得調査など経済的側面からの検討がほ

とんどであり、法曹三者が同等に基本的人権の擁護に

当たるとする理念を踏まえた検討が欠落していると思

われるが、修正案提出者の見解を伺いたい。

・修正案において、給費制を更に２年延長し、法曹養成

制度に関する検討は前倒しすることとした理由を伺い

たい。また、司法試験に合格しながら、司法修習を辞

退する者が生じていることについての法務大臣の認識

を伺いたい。

橘 慶一郎君（自民）

・弁護士登録者数は増加傾向にあるとのことであるが、

増加した弁護士の数に見合った活動領域は確保できる

のか、法務大臣の見解を伺いたい。

・弁護士が増加することによって、司法書士や行政書士

等の隣接法律専門職種との業際問題は発生していない

か、法務大臣に伺いたい。

・「法曹の養成に関するフォーラム」で結論が得られてい

る論点は順次実行に移すといった決意はないか、法務

大臣に伺いたい。

・法科大学院修了者、司法試験合格者及び弁護士の各省

庁における活用状況について人事院当局に伺うととも

に、民間企業も含めた活動領域拡大方策について法務

大臣に見解を伺いたい。

・総務省行政評価局が実施している「法曹人口の拡大及

び法曹養成制度の改革に関する政策評価」の取りまと

めの時期について、総務省に伺いたい。
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城 内 実君（国守）

・司法修習生の給費制については、法曹養成制度全体の

見直しの議論において検討すべき重要な問題であり、

与野党で議論して全会一致で結論を出すべきと考える

が、修正案提出者及び法務大臣の見解を伺いたい。

・今年度の新司法試験合格者で司法修習を辞退した者が

62 名いて、中には経済的な理由で修習を辞退した者が

いるとのことであるが、法務大臣の所感を伺いたい。

・海外では、ドイツと韓国で給費制を採用しており（韓

国は併存している旧制度のみ）、ドイツの制度に学ぶべ

きことが多いと考えるが、海外の制度を参考にしなか

ったのか、法務大臣に伺いたい。

・新たな人権救済機関について、来年の通常国会に法案

を提出する考えがあるのか、法務大臣に伺いたい。ま

た、人権救済機関の設置後に必要となる経費の見通し

を示していただきたい。


